
防災行政無線 

～戸別受信機を配布します～ 
 

総務課 危機管理・原子力対策室 

 

広報１０月号でお知らせしたとおり戸別受信機の配布を開始します。 

電気工事業者が各家庭を回り、戸別受信機の設置を行います。 

設置に際して、裏面の「防災行政無線施設戸別受信機借用申請書」を読み必要

事項の記入をお願いします。 

申請書は設置時に電気工事業者が回収します。 

借家にお住まいの方で、アンテナ工事が必要な場合は、所有者の同意が必要で

す。 

 

 

（広報１０月号掲載内容） 




